
○
環
境
省
令
第
十
五
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
の
施

行
に
伴
い
、
並
び
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
及
び
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
八
日

環
境
大
臣

江
田

五
月

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

２

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
条
及
び
第
二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第

一
号
中
「
行
う
者
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
者
（
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る



法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
（
第
二
条
の
三
第
一
号
に

お
い
て
「
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
市
町
村
か
ら
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に

発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
第
二
条
の
三
第
一
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
特
に
必
要
と
な
つ
た
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
委
託
を
受
け
た
者
の
委
託
を
受
け
て
当

該
一
般
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
者
で
あ
つ
て
、
附
則
第
四
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
者
を
含
む
。
）
」
と
、
第
二
条
の
三
第
一
号
中
「
行
う
者
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
者
（
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
で

あ
る
市
町
村
か
ら
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
特
に
必
要
と
な
つ
た
一
般
廃
棄
物
の
処
分
（
再
生
を
含
む
。
）
の
委
託
を
受
け
た

者
の
委
託
を
受
け
て
当
該
一
般
廃
棄
物
の
処
分
（
再
生
を
含
む
。
）
を
業
と
し
て
行
う
者
で
あ
つ
て
、
附
則
第
四
項
第
一
号

イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

３

令
附
則
第
四
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
（
再
生
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
及

び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村
の
区
域
内
に
あ
る
避

難
地
に
お
け
る
避
難
住
民
の
日
常
生
活
に
伴
つ
て
生
じ
た
ご
み
、
し
尿
そ
の
他
の
一
般
廃
棄
物
以
外
の
一
般
廃
棄
物
の
収
集



、
運
搬
又
は
処
分
と
す
る
。

４

令
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
第
四
条
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一

受
託
者
が
受
託
業
務
を
委
託
す
る
者
（
次
号
に
お
い
て
「
再
受
託
者
」
と
い
う
。
）
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ

と
。

イ

当
該
受
託
者
か
ら
委
託
を
受
け
る
業
務
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
施
設
、
人
員
及
び
財
政
的
基
礎
を
有
し
、
か
つ
、
当

該
業
務
の
実
施
に
関
し
相
当
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

ハ

自
ら
当
該
受
託
者
か
ら
委
託
を
受
け
る
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
。

ニ

市
町
村
と
当
該
受
託
者
と
の
間
の
委
託
契
約
に
係
る
契
約
書
に
、
当
該
受
託
者
が
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は

処
分
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

再
受
託
者
に
委
託
す
る
業
務
に
係
る
委
託
料
が
当
該
業
務
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
額
で
あ
る
こ
と
。

三

一
般
廃
棄
物
の
収
集
と
こ
れ
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
を
併
せ
て
委
託
す
る
と
き
は
、
一
般
廃
棄
物
の
収
集
業
務
に
直
接



従
事
す
る
者
が
そ
の
収
集
に
係
る
手
数
料
を
徴
収
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

５

令
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
第
四
条
第
四
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
計
画
に

係
る
一
般
廃
棄
物
の
適
正
な
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
が
確
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


